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提案理由説明

琴浦町議会の基本条例の一部改正について提案理由説明を行います。

１ 概要

議会は、町民の代表で構成される町の意思決定機関であるので、新たに「議会の

役割」について追加する。

また、議会の広報方法として、インターネット配信等も可能となるよう所要の改

正を行なう。

２ 改正内容

主な改正点として、議会の役割として次の４項目を追加するもの。

(１) 議案、請願等の審議、審査等並びにこれらの議決を行うこと。

(２) 町長その他の執行機関の事務の執行について、監視及び評価を行うこと。

(３) 町政の課題等について調査研究を行い、政策の立案及び提言を行うこと。

(４) 国会又は関係行政庁に意見書を提出するほか、決議により議会の意思を表明

すること。

第 19 条第２項中、「情報技術の発達を踏まえた」を「インターネット配信等の」

に改める。

３ 施行期日

令和７年４月１日から施行する。
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令和７年琴浦町条例第 号

琴浦町議会基本条例の一部を改正する条例

琴浦町議会基本条例(平成24年琴浦町条例第42号)の一部を次のように改正す

る。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線

で示すように改正する。

改正後 改正前

(議会の役割及び活動原則) (議会の活動原則)

第５条 議会は、町民の代表で構成される

町の意思決定機関であり、次に掲げる役

割を担うものとする。

(１) 議案、請願等の審議、審査等並び

にこれらの議決を行うこと。

(２) 町長その他の執行機関の事務の執

行について、監視及び評価を行うこと。

(３) 町政の課題等について調査研究を

行い、政策の立案及び提言を行うこと。

(４) 国会又は関係行政庁に意見書を提

出するほか、決議により議会の意思を

表明すること。

第５条

２ 議会は、前項各号に掲げる役割を果た

すため、次の各号に掲げる原則に基づき

活動しなければならない。

議会は、次の各号に掲げる原則に基づき

活動しなければならない。

(１)～(５) 略 (１)～(５) 略

(議会広報の充実) (議会広報の充実)

第19条 略 第19条 略

２ 議会は、インターネット配信等の多様

な広報手段を活用することにより、多く

の町民が議会、町政に関心を持つよう議

会広報活動に努めるものとする。

２ 議会は、情報技術の発達を踏まえた多

様な広報手段を活用することにより、多

くの町民が議会、町政に関心を持つよう

議会広報活動に努めるものとする。
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附 則

この条例は、令和７年４月１日から施行する。


